
 

 

 

【資料】 総合共済について 
 

 共済掛金は、月額 1,000円です。 

 

 〇退職後も 66歳の誕生日の月末まで、継続加入することができます。 

 〇共済事由が発生した時は、すみやかに給付申請してください。 

 

 【主な給付対象】 

  死亡、住宅災害、障害 

 

  傷病 契約者本人が傷病により休業したとき 

     (1)30日以上休業したとき 25,000円 

     (2)14日以上 30日未満休業したとき 10,000円 

 

  ＯＢ傷病、家族傷病 

 

  結婚 結婚したとき 30,000円 

  出生 子どもが生まれたとき 30,000円 

  出産 出産したとき 50,000円 

  進学 本人の子が中学に進学したとき 5,000円 

  銀婚式 銀婚式を迎えたとき 20,000円 

   

  介護休暇、退職、退会 
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